
 

 

美祢市社会教育施設・社会体育施設 

利用再開後の 

「新型コロナウイルス感染症対策」 

注意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2 年５月作成 

令和 2 年 6 月改定 

 

美祢市教育委員会 

生涯学習スポーツ推進課 



令和 2年 6月 12日改定版 

社会教育施設利用再開後の「新型コロナウイルス感染症対策」注意事項 

 

 

 

 

 

  

※社会教育施設･･･市民会館、各公民館、勤労青少年ホーム、来福センター、

各コミュニティセンター、鳳鳴地域交流センター 

１．基本的な感染症対策の実施 

（１）感染源を絶ちましょう 

発熱等の風邪の症状がみられる方、体調がすぐれない方は、来館をしない

でください。  

（２）感染経路を絶ちましょう 

手洗いや咳エチケットを徹底してください。  

２．集団感染のリスクに伴う制限内容と注意事項 

（１）山口県在住（コーチ・指導者を除く）の利用者に限ります。 

（２）発表会などを実施する場合は、下記３密など感染リスクへの対応が整わ

ない場合については、中止または延期するよう、慎重に対応くださるようお願いします。 

また、会議室等10人以上の制限は撤廃しますが、懇親会などを行う場合は、 

おおむね２０人での実施を心がけてください。 

（３）換気しましょう 。１．密閉しない 

こまめな換気を実施し、可能であれば２方向の窓を同時に開けるか、１時間

に１０分は窓を開けて換気を行いましょう。また、換気が困難な部屋はできる

だけ使用を控えましょう。 

（４）多くの人が手の届く距離に集まらないようにしましょう。２．密集しない 

人の密度を下げるために、長机に一人ずつなど、席をあけて着席するようにしましょう。  

（５）お互いの距離を適切にとりましょう。３．密接しない  

①会話や発声等が必要な場面でもマスクを装着するなど、咳エチケットを守るようにしま

しょう。（マスクが入手困難な時でも、自作する方法や代替のエチケット方法などの配

慮をしてください）  

②大声を出すなど、息を激しく出す活動はなるべく控えましょう。  

③施設内の飲食を控えましょう。原則、施設内では水分補給以外の飲食

を行わないようにしましょう。どうしても必要な場合は、対面着席を

さけ、会話しながら飲食することは控えましょう。  

④活動終了後は、ドアノブ・机などの共用部分の消毒など、次に使用す

る人への御配慮をお願いします。 

（６）万一の場合に備え、保健所等からの調査に対応できるよう、各グループ（団体）におい

て別紙名簿を作成され、必要に応じて提出できるように代表者が保管してください。名簿

の提出は不要です。  

社会教育施設※を利用するにあたり、当面の間、感染症対策に万全を期すた

め、すべての活動(学級、講座、教室等の事業、一般への貸出しで行う活動

など)を対象として、次のことに御注意ください。 



令和 2年 6月 12日改定版 

新型コロナ感染症対策チェックリスト  
※主催講座、教室、一般での貸出しでの対策の確認用にお使いください。  

講座名・団体名(                  ) 

配慮事項 内容 
個別の対策 

(開催結果) 
チェック欄 

◆基本的な感染症対策の実施  

感染源を絶ちましょ

う。  

発熱等の風邪の症状

がみられる利用者は、

参加を中止しましょ

う。  

  

感染経路を絶ちまし

ょう  

手洗いや咳エチケッ

トをするよう、参加者

に伝えましょう。  

 

  

活動開始前の手洗い、

終了後の手洗いをし

ましょう。 

 

  

◆集団感染のリスクへの対応  

換気しましょう。 

密閉しない  

窓を開けて実施する

か、1時間に10分間の

換気を行いましょう。 

  

  

集まらないようにし

ましょう。 

密集しない  

多くの人が手の届く

距離に集まらないよ

うにしましょう。 

  

  

お互いの距離を適切

にとりましょう。 

密接しない  

会話の際は、マスク等

を使用しましょう。 

 

 

  

大声を出すなど息を

激しく出す活動はな

るべく控えましょう。 

  

  

施設内での飲食をし

ないようにしましょ

う。 

 

  

手の接触など身体的

接触のある活動は行

わないようにしまし

ょう。  

  

◆連絡体制  

連絡先  

 

 

 



令和 2年 6月 8日改定版 

図書館利用再開後の「新型コロナウイルス感染症対策」注意事項 

図書館※の利用を再開するにあたり、当面の間、感染症対策に万全

を期すため、次のことに御注意ください。なお、図書館（美東図書館

を除く）では、返却された本のうち、ブックコート（透明のフィルム

カバー）が張ってある表面については、専用の消毒剤を含ませたもの

で拭く処理をしています。 

※図書館・・・美祢図書館、秋芳図書館、美東図書館 

 

１．基本的な感染症対策の実施  

（１）感染源を絶ちましょう。 

発熱等の風邪の症状がみられる方、体調がすぐれない方は来館をしないでください。  

（２）感染経路を絶ちましょう。 

手洗いや咳エチケットを徹底してください。  

 

 

 

 

２．集団感染のリスクに伴う制限内容と注意事項 

（１）山口県在住の利用者に限ります。 

（２）換気しましょう 。 

換気のために玄関と窓を開けています。 

（３）多くの人が手の届く距離に集まらないようにしましょう。 

人の密度を下げるために、席をあけて着席してください。 また、短時間（30分程

度）での利用をお願いします。 

（４）近距離での会話や発声等の際のマスク等の着用について  

会話や発声等が必要な場面でもマスクを装着するなど、咳エチケットを守るように

しましょう。（マスクが入手困難な時でも、自作する方法や代替のエチケット方法

などの配慮をしてください）  



令和 2年 6月 8日改定版 

社会体育施設利用再開後の「新型コロナウイルス感染症対策」注意事項 

  

 

 

※社会体育施設･･･スポーツセンター、市民プール、宇部サンド温水プール、武道館、武道場、

弓道場、アーチェリー練習場、宇部サンド美祢球場、各体育館、各テニス場、

各多目的広場、みどりの広場、伊佐公園運動施設、秋芳北部総合運動公園 

１．基本的な感染症対策の実施  

（１） 感染源を絶ちましょう。 

利用前に自宅等で各自体温チェックを行って、発熱、風邪や味覚障害などの症状がある場

合は、利用しないでください。  

（２）感染経路を絶ちましょう。 

手洗い、手指の消毒、必要に応じての咳エチケットを徹底してください。  

２．集団感染のリスクに伴う制限内容と注意事項 

（１）山口県在住（コーチ・指導者を除く）の利用者に限ります。 

（２）当面の間、多くの参加者（屋外施設は最大200人まで、屋内施設は最大100人まで ※

ただし、利用施設・範囲によって最大人数が異なります。）が出場する大会やイベントの開

催については、感染リスクへの対応が整わない場合は中止または延期するよう、慎重に対応

くださるようお願いします。また、各中央競技団体が、感染拡大防止のための必要事項を記

載したガイドラインを作成していることがありますので、御確認の上、必要な措置を検討さ

れますようお願いします。 

（３）施設利用は、３密（密閉、密集、密接）を避けて利用してください。特

に更衣室、ロビー、トイレなどは、利用人数の制限などの御協力をお願いし

ます。 

（４）利用前後での集団でのミーティングまたは練習待機時などは、マスク

を着用し、館内・屋外とも適切な間隔（2mを目安）を確保するなど感染

症予防の徹底に努めてください。 

（５）万一の場合に備え、保健所等からの調査に対応できるよう、各グルー

プ（団体）において別紙名簿を作成され、必要に応じて提出できるように

代表者が保管してください。名簿の提出は不要です。 

社会体育施設※の利用にあたり、当面の間、感染症対策の万全を期す

ため、次のことに御注意ください。 



参加者氏名等の記録
団体・講座・教室名等

日 日 日 日 日 日 日 日

代表者
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

令和2年6月8日改定版

必要に応じて提出ができるように、代表者が作成・保管をしてください。

令和　　年　　月分

参加日を下記に記入してください。
電話（携帯番号

などつながりやすい
電話番号）

住　　　　所氏　　名番号

参加者の体温（℃）又は平熱を下記に記入してください。

以下は代表者が把握していれば省略可能 

Ｐ1


